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文書番号 525(22)「日韓会談重要資料集」1960.4.1 

頁 開示前         開示後 

51 次頁不開示 依然、同じように不開示 

53 

 

  

54 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

97

～

98 

「資料 26 昭和 33 年 11 月 4 日韓国側提

出第 1 次返還要求船舶リスト」から「船

主」の名が全て墨塗り 

依然、同じように墨塗りのまま 

 

文書番号 526(23)「日韓会談重要資料集(続)」1962.7.1 

頁 開示前         開示後 

42 「資料続 7.連合国最高司令官の指令

に基づいて韓国に返還された朝鮮置

籍船」の「船主」「引渡者」「受理者」

の名が全て墨塗り 

17 金剛丸、18 無頭山丸、19 海運丸、23 初

雪丸、24 朝凪丸の船主が「朝鮮総督府」と

開示。36 第 1 唐津丸の船主は「不明」と開

示。 

42 

 

「資料続 9. 昭和 26 年 11 月 24 日日

本側提出船舶問題(a)に関する 19 隻の

リストの「船主」の名が全て墨塗り 

依然、同じように墨塗りのまま。 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0022-0525-IMG.xdw
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0022-0525-IMG.xdw
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89 

 

 

次頁不開示。だが前後関係から「資料

続 31. 1945 年(昭和 20 年)8 月現在在

朝鮮本邦在外資産」であることが目次

にある。 

 

 

 

 

縮小して見づらいので原文で確認して欲

しい。 

 

 

文書番号 652(26)「日韓予備交渉第 21－25 回会合記録」1962.7.1 

頁 開示前         開示後 

5 一般請求権を法的根拠のあるもの

に限り●●●●●●程度支払う 

一般請求権を法的根拠のあるものに限り 7,000

万ドル程度支払う 

7 

 

 

中段、6 行程が墨塗り 

 

 

2 行程が依然と墨塗りだが、「むしろ、調停期間

中に双方で受諾可能な案を作り、これを調停の結

果だということにして受諾するというやり方な

どもありうると思う。」という部分が開示。 

23 国交正常化後●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●本問題を 

国交正常化後たとえば 1 年間日韓双方が合意す

る調停期間による調停に付し、これにより問題が

解決しないときは、(2)本問題を 

28 下段の 3 行が墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

29 日本側としては●●●●●●●●

●●●ICJ で解決するという保障 

日本側としては調停等で解決しない場合には最

終的には ICJ で解決するという保障 

〃 中段、8 行程が墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0026-0652-IMG.xdw
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51 

 

 

 

 

 

文書番号 687(27)「大野次官､金裕沢大使との会談」1962.12.25-1963.2.1 

頁 開示前         開示後 

6 請求権の相互放棄を行っても、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●● 

請求権の相互放棄を行っても、被徴用韓人に対す

る未払給料等の支払いについては考慮の余地があ

る旨述べた。 

〃 大蔵省に計ったところ、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●● 

大蔵省に計ったところ、これに対し大蔵省は支払

い可能の項目として(二)のうち、1、2、5 および

帰国韓国人一般労務者に対する未払賃金計四億円

を挙げてきた。 

〃 再確認し、●●●●●●●●●● 

次頁以下 2 頁不開示 

再確認し、米軍政府のヴェスティング・デクリー

の効力を承認する。 

(二)前記特定のものとして、左記を個々の証憑書

類確認の上、支払う用意ありとして提案する。 

 1、引揚韓国人の税関預り金 

2、軍人、軍属および政府関係徴用労務者に対

する未払給与 

3、戦傷病、戦歿軍人、軍属に対する弔慰金、

年金 

4、一般徴用労務者のうち負傷者、死者に対す

る弔慰金 

5、未払恩給 

6、閉鎖機関及び在外会社の整理財産のうち、

韓国人名義で供託されるもの 

(三)別に政府所有の朝鮮関係国宝若干の贈与、

(注)左記項目について韓国側より要求ある場

合には、韓国に残置せる財産と相殺すべきも

のなる趣旨をもつて対処する。  

 1、郵便貯金、振替貯金、簡易生命保険およ 

び年金 

2、在韓日本支店銀行預金 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0027-0687-IMG.xdw
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3、私営保険責任準備金 

4、在韓日本商社、公団その他の対日債権 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



5 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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文書番号 718(28)「日韓政治折衝に臨む日本側の基本方針」1962.3.7-14 

頁 開示前         開示後 

3 下段 5 行墨塗りと次頁以下 5 頁不開

示 

 

4～8 頁は完全不開示だったものが新たに開示されたので、開示された頁を下に複写する。 

4 頁                            5 頁 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0027-0687-IMG.xdw
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6 頁                            7 頁 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 頁                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 開示前         開示後 

9 上段、5 行墨塗り 

 

 

 

 

 

 

11 上段、10 行墨塗り 

次頁以下 2 頁不開示 
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12～13 頁は完全不開示だったものが新たに開示されたので、開示された頁を下に複写する。 

12 頁                                        13 頁 

  

                          

                      

 

 

18～27 頁は完全不開示だったものが新たに開示されたので、開示された頁を下に複写する。 

18頁  19 頁 
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20 頁                    21 頁 

  

 

 

22 頁                     23 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

24 頁                    25 頁 

 

 

 

 

 

 

 

26 頁                   27 頁 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 開示前         開示後 

38 下 4 行と 3 文字が墨塗り 

 

 

 

 

39 上段、5 行墨塗り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 上段、5 行墨塗り。続く次の 43 頁、 

上段、2 行墨塗り 

依然、同じように墨塗りのまま 

44 3 ヵ所墨塗り それぞれ「1 億ドル」、「7～8000 万ドル」、 

「7000 万ドル」 
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文書番号 1128(35)「日韓国交正常化交渉の記録 (請求権・法的地位・漁船問題合意事項イ

ニシャアル)」1965.2.15-4.3                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁 開示前         開示後 

133 下段、約 4 行が墨塗りと次頁不

開示 

依然、同じように墨塗りのまま 

134 

 

上段、約 5 行が墨塗り 

 

依然、同じように墨塗りのまま。だが前後関係か

ら李東元外務部長官が金東祚大使を帯同し天皇

に拝謁した時の内容に相違ない。 

174 日本漁船に関連するわが方の請

求権(●●●●●●●●) 

日本漁船に関連するわが方の請求権(業界の計算

では約 72 億円)  

174

～

175 

下段の 7 行が墨塗り  しかし右の案は国内補償を伴うため大蔵側の

強い反対あり、むしろこの問題は日韓交渉成立後

も棚上げにして置くことを選びたい意向である。

この案は国内補償を伴わぬ利点あるも、被だ捕者

は半永久的に何等の救済を得られない結果とな

る。また、従来の国会答弁の趣旨(懸案一括解決に

含める)とも異る結果となる。  

175

～

176 

 

最下段の 1 行と続く次の頁上段

4 行が墨塗り 

(ニ)38 度線以北の韓国側領域の部分に対する日

本側請求権 

 南北統一の際まで棚上げにする。(国会より、懸

案一括解決にあるとの批判あるべきも、例外的事

項として押返す) 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0035-1128-IMG.xdw
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0035-1128-IMG.xdw
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185～187 頁の「2 頁完全不開示と次の頁 16 行の墨塗り」が開示されたので、開示された

頁を下に複写する。 

185 頁                  186 頁   

187 頁 
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頁 開示前         開示後 

190 次頁以下 12 頁不開示 次頁以下 11 頁不開示 

191 完全不開示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 と記していたが、●●●●●●

●●●●●●●●●● 

と記していたが、この表現について対して大蔵省

側ではきわめて不安に思っていた。 

224 仕方がない』といわれたけれど、

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●● 

仕方がない』といわれたけれど、私ども大蔵省と

しては『具体的に韓国側要求の請求権を消すこと

にしないと具合が悪い』と主張しなければならな

かった。 

〃 3 行墨塗り 

 

 

全部を含むと韓国側が従来主張していたことに

着目し、それを引用して何とか文章をひねれば全

部消えることにできるつもりがあつた。 

225

～

226 

下段約 4 行墨塗りと続く次の頁

3 行が墨塗り 

 

 

 

 

 

大蔵省としては、従来から請求権の方ははつきり

きめられないままほつぽらかされ、今度も経済協

力の方だけをとられるのは具合が悪いし、それに

韓国側はいろんな請求権がまだあるのだという

顔を現にしていたから、『それでは困る。韓国側

請求権が全くなくなることがイニシアル文章で

明らかにならねばならぬ』と 

227 約 4 行墨塗り 大蔵当局は、とくにこの 8 項目の解消されるべき

旨一札とつておくことを強硬に主張し、これが入

れられなければ合意事項の閣議決定に印をおさ

ないとまで主張した。 



16 

 

文書番号 1224(43)「一般請求権徴用者関係専門委員会会合 (第 1～4 回)」1962.2.13-27 

頁 開示前         開示後 

3 陸軍関係●●●●●●●●の数字 陸軍関係 143,373 人の数字 

3～

4 

該当部分全部墨塗り 「軍人軍属については内地、朝鮮、南方方面

所在の各部隊ごとに名簿があり、終戦後、各

地より復員してくるごとに名簿を提出させ、

それを昭和 25.6 年頃に集計したものが約 14

万に達した。一方、陸軍省が昭和 20 年 3 月

全国の留守家庭に届出させ、それをまとめた

数字と各部隊がもつていた負傷者、死亡者の

断片的な資料を合わせたものが約 11 万人と

なった。上述の 14 万とこの 11 万の数字を合

わせると約 25 万になるが、調査の結果、両

数値の性格上、当然ダブつており、その照合

作業を進めた結果、結局 143,373 人に落着い

たのである。 

11 万と 14 万の開きは時間的なずれと留守家

族の思い違い、部隊名簿の整理の不完全によ

るものであると考えられる。しかし、日本側

の提出した 143,373 の数字については現在

名簿、カードともにそろつており、真実の数

値であると確信している。想像であるが、韓

国側の数字は上述の11万と14万を加えたも

のではないかと思う。」 

4 海軍関係●●●●について説明 海軍関係 98 千人について説明 

5 (軍人軍属の身上台帳、朝鮮分を)整理

綜合した数字が、●●●●●である。 

(軍人軍属の身上台帳、朝鮮分を)整理綜合し

た数字が、98,968 人である。 

〃 日本側の●●●と韓国側の 36 万 日本側の 24 万と韓国側の 36 万 

〃 海軍は韓国側の推定数と●●●違う 海軍は韓国側の推定数と 2 万位違う 

5～

6 

軍人軍属合わせて終戦当時●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●程度いた 

軍人軍属合わせて終戦当時内地に約 1 万 7

千、朝鮮に約 8 万、その他の外地に残り約 5

万程度いた 

6 特別志願兵制度の数字、8 行が墨塗り 13 年に 400 人、14年に 600 人、15 年に 3,000

人、16 年に 3,000 人、17 年に 4,400 人、18

年に 4,400 人が志願入隊し、19 年からは徴

兵令が実施され毎年 5 万人づつ召集された
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が、昭和 20 年には、そのうち 6～7 割しか入

隊していない。これら全部を合計しても約 12

万にしかならず、 

7 軍人恩給については●●●●●考え

られない 

軍人恩給については増加恩給以外は考えら

れない 

〃 

 

 

金額については●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

金額については昭和23年に支給額が26倍に

増額され、27 年まで在職公務員のベースア

ップ率に応じて増額されている。 

11～16 頁まで完全不開示だったが、開示されたので、下に複写する。 

11 頁                   12 頁 

 

13 頁    
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14 頁                                    15 頁 

                       

 

16 頁 

 

 

頁 開示前         開示後 

19 陸軍関係では軍人軍属合わせて内地

に約●●●●がいた 

依然、同じように墨塗りのまま 

〃 留守宅別に●●●●●の名簿をもっ

ていた。 

依然、同じように墨塗りのまま 

19

～

20 

すなわち●●●●●●●●●●の数

を在内地陸軍軍人軍属として出した 

 

依然、同じように墨塗りのまま 

20 海軍関係については●●という数字 依然、同じように墨塗りのまま 

20 陸海軍合わせて在内地の朝鮮人軍人 依然、同じように墨塗りのまま 
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 軍属数は●●● 

23 日本不動産銀行はさらに株式業務を

●●●●●●に委託している。 

日本不動産銀行はさらに株式業務を日本証

券代行株式会社に委託している。 

24 日本不動産銀行又は●●●●●●が

保管している株式等 

日本不動産銀行又は日本証券代行株式会社

が保管している株式等 

29 中段、約 2 行が墨塗り 38 度線以北の分については既裁定、未裁定

分ともに一定の割合で推定を行つていると

述べた。 

34 現在整理中の在外会社一覧表の「法人

名」と「本店又は主たる事務所の所在

地」が墨塗り 

 

34 次頁不開示 依然、同じように不開示 

44 今回、墨塗り部分が開示されたので 

右欄に記す。 

大蔵省側より供託金を一括取扱っていた法

務省と原所管庁である陸、海、労働の各省

との間に約 6 千万円の重複があり、この点

は第 2 次会談で説明してある。この外、労

働省関係の分で誤があるが、これについて

は目下調査中であると説明した。 

49 今回、墨塗り部分が開示されたので 

右欄に記す。 

朝鮮地区に本店又は主たる事務所を有する

法人であつて在外会社に指定されたものは

当初 300 法人以上であったが、その後清算

の対象となる在日資産がないことが判明し

たため、在外会社の指定を解除されたもの

があり、結局朝鮮地区に本店又は主たる事

務所を有する在外会社は 188 法人である。

韓国側は、朝鮮地区に本店又は主たる事務

所がある法人は 300 法人以上あるといわれ

るが、韓国側からそのリストを貰えれば、

チェックしたい。 

50 下段、約 3 行が墨塗り また 30社を越える北朝鮮地区に本店又は主

たる事務所を有する法人も含まれているこ

とに留意されたい。 

54 上段、約 3 行が墨塗り 日本側の計算では、南鮮地区の韓国人契約

者に対応する分としては、その一割程度で
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あり、会社数も 18 社となつている、 

56 傷病者の合計は●●●名(軍人のみ) 傷病者の合計は 227 名(軍人のみ) 

58 海軍関係傷病者●●● 海軍関係傷病者 227 人 

62～71 頁まで完全不開示だったが、開示されたので、下に複写する。 

62 頁                  63 頁 

64 頁                                 65 頁 
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66 頁                67 頁 

 68 頁                   69 頁   
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70 頁                  71 頁        
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文書番号 1299(47)「在外財産と渉外債務」 

頁 開示前         開示後 

6 この頁完全不開示 

 

 

 

7 本件財産の実体は在鮮会社●●●●

●●●●●●の株式である。 

本件財産の実体は在鮮会社(京城デンキ株式会

社)の株式である。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0047-1299-IMG.xdw
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文書番号 1316(54)「日韓国交正常化交渉の記録 総説十二」1965.3.6-6.22 

頁 開示前         開示後 

170 約 4 行墨塗り 

 

ところ、第三国人(北鮮人を含む。)との関係に

ついては、本協定により消滅するという立場を

もつとしては対抗しえないのでこれらが韓国

政府に引き継がれたものであるとの立場をと

る。(軍令第三十三号及び米韓協定)  

174～176 頁まで 3 頁完全不開示が開示されたので、下に複写する。 

174 頁                  175 頁 

 

  

 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0035-1128-IMG.xdw
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176 頁 

 

278 1 万ドルの持帰り金のことは●●

●●●●●●●●●● 

1 万ドルの持帰り金のことは正直にいうと、韓

国側をだましたのであつた。 

〃 約 3 行墨塗り 

 

当時大蔵省としては外貨がたまつてきたので、

5,000 ドルを早晩 1 万ドルにするよう要望した

わけである。 

283 

 

約 2 行墨塗り 

 

韓国に寄贈しても日本学会として惜しくない

本に限って寄贈する。 

〃 

 

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●を招いて 

学習院大学教授末松文学博士、東洋文庫田川文

学博士を招いて 

284

～

285 

下段 6 行から次頁に続く 3 行が墨

塗り 

依然、同じように墨塗りのまま 

287 次頁以下 3 頁不開示 依然、同じように不開示のまま 

288

～

289 

下段 2 行から次頁続く 5 行が墨塗

りが墨塗り 

 

しかしそれでも韓国側でより多く請求してく

るときは、国有品に関しては、ごくわずかのも

のを付加する以外に譲歩しないこととし、韓国
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側の切望している個人所有のもののうち、優秀

なもの 2、3 点を贈与することを考慮するのが

望ましいという見解を述べた。 

291 ●●●●●●●●が昭和 33 年 4 月

に 106 点の文化財を韓国に引渡し

たことを非難した。 

京大名誉教授梅原博士が昭和 33 年 4 月に 106

点の文化財を韓国に引渡したことを非難した。 

 

 

文書番号 1358(61)「第 5 次日韓会談」1961.9.5 

頁 開示前         開示後 

28 

 

朝鮮銀行、朝鮮殖産銀行、朝鮮信託

株式会社、●●●●●●●● 

SCAPIN 74 号 

●●●●●●●●の内容は必ずし

も明らかでない。 

朝鮮銀行、朝鮮殖産銀行、朝鮮信託株式会社、

朝鮮金融組合連合会 

SCAPIN 74 号 

朝鮮金融組合連合会の内容は必ずしも明らか

でない。 

37 

 

 

郵便貯金、振替貯金、為替貯金 

K 側出張(ママ、主張の間違い) ●

●●●●●●● 

郵便貯金、振替貯金、為替貯金 

K 側主張 1,475,967 円 

〃 三ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

38 二ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

39 二ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

〃 次頁不開示 依然、同じように不開示のまま 

40 4 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

41 不当利益に基ずく返還請求権 

  韓国側  ●●円 

  水田メモ ●●円 

不当利益に基ずく返還請求権 

  韓国側  16 億円 

  水田メモ ●●円 

〃 為替金、振替金 ●●円 依然、同じように墨塗りのまま 

42 4 ヵ所墨塗り 

 

一ヵ所だけ「朝鮮金融組合連合会」の名前だけ

新たに開示 

43 ～

44 

下段から次の頁の上段まで墨塗り 

 

依然、同じように墨塗りのまま 

45 焼却日銀券 1946.4.22 証紙貼付券 

         1947.11.14  ●●●●●  

合計 ●●●●●新券●●● 

焼却日銀券 1946.4.22  証紙貼付券 

      1947.11.14       40,667,000 

合計 1,491,616,748  新券 12,092,358     

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0035-1128-IMG.xdw
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〃 「所有者別」に続く 4 行墨塗り 

 

 

 

所有者別  

  朝銀所有分   1,014,224,761 

    同名預託者分   227,403,369 

    金融連会預託者分 249,988,678 

                   1,491,616,748 

〃 引揚朝鮮人の税関預金 

  21.3 月まで  130 万人 

  21.4～12   ●●●● 

依然、同じように墨塗りのまま 

46 上段 4 行墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

 

文書番号 1399(73)「アジア局主要懸案処理日報抜粋  その 1 」1958.6.-1961.1.5 

頁 開示前         開示後 

111 竹島問題 2 行墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

112 竹島問題 2 行半墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

179 下段 1 行と次頁以下 7 頁不開示 依然、同じように不開示のまま 

189 竹島の鉱業権に関する訴訟事件 

(1)昨年 11 月●●●より、東京地方裁判

所に対し、同人が 

竹島の鉱業権に関する訴訟事件 

(1)昨年 11 月辻富蔵より、東京地方裁判所

に対し、同人が 

197 在京米国大使館●●●●●●書記官は

三宅参事官に対し、 

在京米国大使館グライスティーン書記官

は三宅参事官に対し、 

199 その際●●●書記官は その際「グ」書記官は 

203 米大使館●●●●●●書記官は 米大使館グライスティーン書記官は 

204 ●●●●●●書記官は グライスティーン書記官は 

206 ●書記官は グ書記官は 

216 ●●●●●●書記官の三宅参事官 グライスティーン書記官の三宅参事官 

223 在京米大使館●●●●●●書記官 在京米大使館グライスティーン書記官 

224 ●書記官は グ書記官は 

226 ●書記官は グ書記官は 

238 上段 2 行半墨塗り また戦略的にはなるべく李承晩大統領と

柳大使以下の在日代表部に攻撃を集中す

ることが得策と考えられる。 

〃 具体的措置 約 4 行墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

239

～

240 

下段 9 行と続く次頁 2 行が墨塗り (ロ)海上保安庁巡視船による自衛のため

の実力行使(昭和 32 年 5 月の閣議決定を

変更し、国際法上自衛行為として正当化

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0073-1399-IMG.xdw
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 される限度において、実力を行使しうる

こととする) 

(ハ)防衛庁自衛官及び自衛機の「警備出

動」ただし、上記(ロ) (ハ)の実力行使を含

みとした措置は、次第に双方の武力を背

景とした対峙、更に武力衝突を招来する

可能性があるから、最大限の慎重さをも

つて考慮する必要がある。 

276 米大使館●●●●●●書記官より 米大使館グライスティーン書記官より 

291 ●●●●●●米大使館書記官会談 グライスティーン米大使館書記官会談 

379 ●●●●●●●●及び●●●●●両書

記官 

「ステッグマイヤー」及び「サツタリン」 

両書記官 

380 ●●書記官は、 「ス」書記官は、 

 

 

 

 

 

 

文書番号 1426 (78)「アジア局主要懸案処理月報 第 32 号」1961 年 1 月分 

頁 開示前         開示後 

36 米大使館●●●●●●書記官 

キッド参事官及び●●●●書記官 

米大使館サタリン書記官 

キッド参事官及びサタリン書記官 

102  8 行～9 行の 9 文字が墨塗り 朝鮮金融組合連合会 

109 4 行～5 行の 1 行半が墨塗り 日本側は繰返し本件の個人ベースによる解

決を示唆したが、 

147 下 5 行～4 行の約 1 行が墨塗り (無償援助と通常の経済協力の双方を含む) 

164 2 行～5 行の 2 行半が墨塗り そこで池田総理より、個人の請求権について

は日本人並みに取扱うという原則をもつて

支払う用意があると述べ、 

 

 

 

 

http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/nihonkokai/2017-8-18/2012-00376-0073-1399-IMG.xdw
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文書番号1572 (81) 「韓国の対日賠償要求について」 

17 頁の下にある「次頁不開示」が開示されたので、下に複写する。 

 

頁 開示前         開示後 

19 船舶についての事情通は元朝鮮邦船社

長広瀬博氏である。漁船については●●

●●氏である 

依然、同じように墨塗りのまま 

21 

 

朝鮮電業株式会社特殊整理人●●●●

●氏 

朝鮮電業株式会社特殊整理人古賀織之助

氏 

〃 元専務●●●●氏 元専務見目徳太氏 

21 頁(開示前は 17 頁)の下に「次頁以下 23 頁不開示」が大部分開示されたので、下に複写

する。一部「不開示」部分や墨塗りあり。 
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22 頁                    23 頁 

  

 

 

25頁 

24頁                    
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26 頁                   27 頁 

  

28 頁                   29 頁 
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30 頁                     31 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 頁                    33 頁  
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34 頁                  35 頁 

 

36 頁                   37 頁   
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38 頁                  39 頁 

 

 

 

 

頁 開示前         開示後 

40 最初の 2 行が墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

42 最後の 1 行が墨塗りと続く「次頁

不開示」 

(1)日韓合併当時押収されたる旧韓国政府所有の

海外資産 

(2)反日運動嫌疑で押収されたる韓国人の私財 

(3)日本に押収されたる宝物及び骨董品 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

45 頁(開示前は 25 頁)左半分の墨塗りと下の「次頁以下 28 頁不開示」が大部分開示された

ので、下に複写する。 

45 頁                  46 頁 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 頁                   48 頁 
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49 頁                    50 頁 

 

51 頁                    52 頁 
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53 頁                  54 頁 

 

55 頁                   56 頁 
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57 頁                  58 頁 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 頁                         60 頁 
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61 頁                      62 頁 

 

63 頁 

64 頁                       
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65 頁     

 

66 頁 

 

67 頁  
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68 頁             

 

69 頁 

 

 

 

 

 

 



42 

 

70 頁 

 

71 頁 

 

72 頁 



43 

 

73 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書番号1695(85) 1965.3.18 「日韓会談に関する在韓米大使館参事官の内話」 16頁  

頁        開示前       開示後 

 

16 

 

 

 

 

 

18 

 

下段、6 行が墨塗り 

 

 

自分のみるところでも以前に比べて大

分成長したという感じがする。特に内政

に対する同長官のセンスは相当高く評

価してよいと思う。ただしリ長官自身政

治家として大きな将来性があるかどう

かは同氏が全くボク大統領の「引き」に

よつて立つており、かつ彼自身何ら政治

的フオローイングを持っていない点か

らして疑問であると考える。 
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18 頁の下に「次頁以下 2 頁不開示」とあるが、今回次の 19 頁だけ開示され。しかし下

半分は墨塗りで、その「次頁不開示」なので、殆んど「開示」とは言えない状態。 

「開示」したという19頁だが・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

20 下3行から次の21頁大部分墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 
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文書番号1743(89) 「対韓経済協力に関する件」1962.1.29 

 

文書番号1745(91) 「請求権問題解決について 卜部参事官」 

 

頁        開示前       開示後 

3 下段、欄外の手書きが墨塗り 国会 : 法律不可能な政府の約束した 

韓国 : J政府が「政策の表明」だけでなく、義ム 

として約束せよ。 

協定文に日・タイ互々に似る? 

協定迄のstop-go? 2億で話つけ0.5調印前緊急援助

も次の9文字、隠れていて判読不可。 

 

 

5 下8～7行墨塗り 右計画の内容には、疑義が多く、 

6 6文字墨塗り 韓国電力社長 

7 3ヵ所墨塗り 日本工栄、韓国電力社、韓国電力社 

8 2ヵ所墨塗り 韓国電力社、日本工栄 

11 1ヵ所墨塗り 駐韓国USOM団長Killen 

12 1ヵ所墨塗り 海外電気通信協力会 

13 4ヵ所墨塗り 700万ドル、700万ドル、640万ドル、2,040万ドル 

頁        開示前       開示後 

2 金額が3ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

3 金額が4ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

4 3ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

〃 ●●●●まではひろげることが可能 1 億ドルまではひろげることが可能 

5 2ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

6 4ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

7 金額が1ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

8 韓国の請求に対する査定金額表の、 

金額が全て墨塗り 

依然、同じように墨塗りのまま 
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文書1748 (94)「対韓経済協力試案」  1962.2.7 

 

 

文書1755(97)「日・韓請求金額の査定」1962.2.9 

7頁2行目の年月日「37.3.10」だけ、新しく開示。後は全て墨塗りのまま、不開示 

馬鹿馬鹿しい !!  

 

頁  開示前       開示後 

6 4～5行墨塗り 右計画の内容には、疑義が多く、 

7 2ヵ所墨塗り 韓国電力社長、日本工栄 

8 2ヵ所墨塗り 韓国電力社、韓国電力社 

9 2ヵ所墨塗り 韓国電力社、日本工栄 

12 1ヵ所墨塗り 駐韓国USOM団長Killen 

13 1ヵ所墨塗り 海外電気通信協力会 

14 4ヵ所墨塗り 700万ドル、700万ドル、640万ドル、2,040万ドル 

15 4ヵ所墨塗り 50百万ドル、50百万＄、直接借款2億＄、2億5千万＄ 

15 1ヵ所墨塗り 50百万＄ 
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文書1758(100)「韓国請求献金額の査定」1962.3.13-14    

1頁韓国側の請求額のみ新たに開示されたが、韓国側の金額は既に5頁で開示されていた。 

開示前は全て墨塗り 

だったが、開示後は 

右の通り。  

残る全頁の金額は 

全て依然、墨塗りの 

まま    
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文書1764(102)「韓国に対する借款供与」1962.8.16-17 

 

文書1792(113)「日韓条約及び諸協定関係対米折衝（各種会談：昭和36年）」 

1961.2.16-11.4     

頁 開示前         開示後 

1 在京米国大使館●●●●●●書記官は 在京米国大使館グライスティーン書記官は 

5 在京米国大使館●●●●●●書記官は 在京米国大使館グライスティーン書記官は 

10 ●●は 「グ」は 

13 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

17 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

25 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

34 ●●●●●●書記官は グライスティーン書記官は 

36 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

41 ●●●●●●書記官より グライスティーン書記官より 

〃 ●●書記官から 「グ」書記官から 

44 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

48 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

56 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

60 ●●●●●●書記官談話要旨 グライスティーン書記官談話要旨 

〃 米大使館●●●●●●書記官の 米大使館グライスティーン書記官の 

64 ●●●●●●書記官談話要旨 グライスティーン書記官談話要旨 

〃 米大使館●●●●●●書記官の 米大使館グライスティーン書記官の 

67 自分●●の感じでは 自分(グ)の感じでは 

69 米大使館●●●●●●書記官より 米大使館グライスティーン書記官より 

72 同大使館●●●●●●書記官は 同大使館グライスティーン書記官は 

〃 ●●●●●●●●●●●●の 2 会社 Rand もしくは Arthur D.Little の 2 会社 

頁  開示前       開示後 

1 金額  ●●●● 金額  2億乃至3億ドル 

〃 下段、欄外の手書きが墨塗り 輸銀借入金 2:1 政府出資金 783 億円、1174 億円 

    (6.5%)    (0) 

基金 全額政府出資 (資金コスト 0) 

15 3ヵ所墨塗り 株式会社水野組、三菱金属鉱業株式会社、北ス

マトラ石油開発協力株式会社 
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74 ●●●●●● グライスティーン 

76 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

〃 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

78 ●●が 「グ」が 

80 自分●●●●●● 自分(グライスティーン) 

〃 自分●●は 自分(グ)は 

82 ●●●●●●書記官は グライスティーン書記官は 

85 下 3～2 行墨塗り もし岸氏や石井氏が起用されれば、これよ

り悪い人選はないと確信する。 

86 在京米国大使館●●●●●●書記官 在京米国大使館グライスティーン書記官 

〃 ●●書記官が グ書記官が 

102 上段、約 10 行が墨塗り 日本の支払う請求権の最終妥結金額は 8 億

ドルよりもはるかに少なくならざるを得な

いであろうとの意見は一般的であり。It is 

generally accepted that amount. Tough to 

be much less than 800million dollars, 

though were than what you had in mind.

日本側が示したといわれる金額(5 千万ドル

をグ書記官は指していると思われる)を超

えることは確かであるが、この意味で、日

本側として、韓国側と十分話合う基礎があ

ると考える。 

108 自分●●●●●●に対し 自分グライスティーンに対し 

109 ●書記官は グ書記官は 

116 ●●●●●●書記官の内話 グライスティーン書記官の内話 

〃 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

118 在京米大使館●●●●●●書記官より 在京米大使館グライスティーン書記官より 

〃 Survey Team としては●●●●●●が Survey Team としては Arthur D.Little 社

が 

121 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

122 ●●●●●●●●という日本側の解釈 個人の請求のみを支払うという日本側の解

釈 

〃 下 1 行が墨塗り 個人の請求に対してのみ支払をなすという 

123 

127 

下 1 行から 124 頁上 1 行まで墨塗り 

●●●●●●●も 

個人的な請求にかかわるものについて 

A.D.Little 社も 
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132 ●●●●●●二等書記官同行 グライスティーン二等書記官同行 

160 ●●●●●書記官 オズボーン書記官 

179 ●●●●●書記官 オズボーン書記官 

188 ●●●●書記官、他 2 ヵ所墨塗り サタリン書記官、他 2 ヵ所も「サタリン」 

191 ●●●●書記官 (大使館経済部 )及び

USOM の●●●●氏が 

フォード書記官(大使館経済部)及び USOM

のジェームス氏が 

195 ●●●●は フォードは 

 

 

 

文書1795(114) 「池田総理・ライシャワー大使会談」1962.1.5 

 

 

文書1796(115)「池田総理・ライシャワー大使会談に関する米大使館の内話の件」

1962.1.5-7.13   

 

 

 

 

 

16 頁下半分と「次頁不開示」、続く 18 頁上 3 行が開示されたので、下に複写する。 

頁        開示前       開示後 

1 米側●●●●●書記官陪席 米側オズボーン書記官陪席 

5 2～5行、約3行が墨塗り 請求権として支払いうるものは5,000万ド

ル(伊関局長に念を押したので、同局長よ

り、外務省の計算ではせいぜい8,000万ド

ルになるだろうと答えた)位で、これが 

〃 下3～2行が墨塗り 之は結局、無償経済援助となるであらう。 

6 6～7行、約1行墨塗り が、これが無償援助を指すものと了解して

いる。 

頁        開示前       開示後 

1 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

10 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

15 在京米大使館●●●●●●書記官の 在京米大使館グライスティーン書記官の 
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18頁下2行から19頁7行まで墨塗りだったが、開示されたので下に複写する。 

   とくに革命裁判所、検察部長、朴蒼岩大佐がその代表で、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある。 

 

19頁下2行目が墨塗りだったが、開示されたので下に複写する。 

 米国として、その説得が効を奏し、 

20頁4～5行が墨塗りだったが、開示されたので下に複写する。 

 米国が張都暎を買っているから、この問題に熱心であるというのではなく、 

21頁下2行と「次頁(22頁)不開示」が開示されたので、下に複写する。 

バーガー大使はこの気持をうけて朴正煕にうまく働きかけた結果、求刑が無期懲役に

とどまったわけである。 

頁        開示前       開示後 

23 米大使館●●●●●●書記官は 米大使館グライスティーン書記官は 

24 3 行目が約 1 行墨塗り 日本側は 7,000～7,500 万ドルを示した 

25 下 4～3 行の約 1 行が墨塗り しかも請求権処理のための金額は極めて少

額であり、 

27 下 2行から次の 28頁上 2行まで墨塗り 同長官が現軍事政権内において、同長官がア

ウトサイダーではないとしても、イナーグル

ープでない事実からして、何らかの実質的な
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譲歩をする権限を与えられていたと考える

のは非論理的である。このような 

29 自分(●書記官)の 自分(グ書記官)の 

34 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

35 中段、約 4 行が墨塗り ｢自分は李承晩政権はひどい政府であった。

張勉政権は混乱を招いたと考えており、自分

は今でも軍事クーデターは必要であったと

思っているし、 

45 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

48 下 1行から次の 49頁上 2行まで墨塗り 政治的な力がないこともあって、単なる

rubber-stamp であると認めざるをえない。 

49 中段、約 4 行が墨塗り 陳よりも文の方がずっとよい。自分は陳が李

承晩政権の末期、駐日代表部にいた際に相手

にしたことがあるが、態度が硬くて扱いにく

い人物であった。 

50 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

53 自分●●としても 自分(グ)としても 

56 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

60 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

68 自分(●●●●●●)の個人的感触 自分(グライスティーン)の個人的感触 

71 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

79 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館グライスティーン書記官は 

82 ●●●●●●は具体的に グライスティーンは具体的に 

86 在京米大使館●●●●●●書記官に 在京米大使館グライスティーン書記官に 

90 在京米大使館●●●●●●書記官に 在京米大使館グライスティーン書記官に 
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文書1806(120)「在京米大使館からの情報」1962.8.28-12.20 

 

文書1823(122)「金中央情報部長訪米」1962.10.17-11.7    

1頁の上に「前5頁不開示」とあるが、これが開示されたので下に複写する。 

1頁                    2頁   

 

 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

1 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館シュースミス書記官は 

2 日本側の提示した●●●●という数字 日本側の提示した 1.5 億ドルという数字 

〃 日本側にも●●●●から上がる 日本側にも 1.5 億ドルから上がる 

6 在京米大使館●●●●●●書記官に 在京米大使館シュースミス書記官に 

9 在京米大使館●●●●●●及び●●●●

●●両書記官は 

在京米大使館 Farrior 及び Shoesmith 両

書記官は 

19 在京米大使館●●●●●●書記官より 在京米大使館ファリオ書記官より 

22 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館ファリオ書記官は 
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3頁                     4頁 

 

5頁 
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10 頁下 1 行墨塗りと「次頁不開示」が開示されたので、下に複写する。 

 3.全体の印象として金部長は有能であり 

 

21 頁 2～6 行、5 行の墨塗りが開示されたので、下に複写する。 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

15 在京米大使館●●●●●●書記官は 在京米大使館ファリオ書記官は 
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文書1905 (132)「雑資料」1963.1.9-8.5   9 頁 

頁        開示前       開示後 

3 ●●●●●しか算定できなかった せいぜい数千万ドルしか算定できなかった 

4 ●●●●●で 数千万ドルで 

8 10 数文字墨塗り 依然、墨塗りのまま 

9 3 ヵ所墨塗り 第一精糖、ラッキー化学、ラッキー油脂 

10 3 ヵ所墨塗りと上記は●●●●●●●

●●●と提携 

製油所は●●●●●のまま、Consultant: 

Universal Oily Products Co.(米)、Flower  

Co.(米)、日本揮発油、千代田化工と提携  

12 2 ヵ所墨塗り 

 

依然、墨塗りのままだが、単なる書き損じ

の可能性あり 

15 3 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

16 ●●●●● 金星工業( 

31 借款の確定した事業主体と代表者が墨

塗り 

韓国ナイロン徐丙秀、東洋化学金承昊、現代

建設鄭周永、産業銀行、韓国電力、 

32 同じく 4 ヵ所墨塗り 

 

韓一セメント許采郁、双龍セメント洪在善、

三洋紙業閔庚植、興韓化学朴興植 

33 同じく 8 ヵ所墨塗り 

 

 

韓国ケーブル呉仁会、金星社具貞会、三豊製

紙禹昌淳、韓国諌苧麻鄭珪鉉、培昌工業鄭順

造、豊農肥料全竜鉉、共興産業金福鏞、高麗

水産申英民 

34 同じく 3 ヵ所墨塗り 韓国電力、海運公社任光燮、興韓化学朴興植 

35 

 

同じく 6 ヵ所墨塗り 東和建設羅戴善、済東産業沈相俊、三養社金

相鴻、航空会社申條浹、日新紡織金瀅楠、韓

国諌苧麻鄭珪鉉 

36 同じく 3 ヵ所墨塗り 韓国電力、韓国電力、韓国電力 

37 同じく 3 ヵ所墨塗り 文理浚渫兪尚根、韓永工業李漢桓、韓国産業

銀行 

38 同じく 3 ヵ所墨塗り 大韓プラスチック任昌鎬、韓国綜合製鉄、韓

国ストローパルプ池泰淳 

39 同じく 2 ヵ所墨塗り 韓国電力、テックス板産業鄭在煥 

40 同じく 4 ヵ所墨塗り 忠州肥料、蔚山肥料李秉喆、シバル自動車崔

茂盛、綜合製鉄 

41 同じく 9 ヵ所墨塗り 韓国精機金連珪、大韓産業開発楊春先、現代
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建設鄭周永、大一産業金達瑀、韓一ナイロン

崔圭鎬、新韓化学繊維徐延翼、三徳貿易孫晋

源、泰光産業李壬達、大林産業李在晩 

42 

 

同じく 5 ヵ所墨塗り 大平紡織申太均、泰昌紡織黄来性、起亜産業

金喆浩、韓国電気冶金徐延翰、聯合鉄鋼権哲

鉉 

43 同じく 5 ヵ所墨塗り 韓国合同航業および Int Con Min Co 

RS.Whit comb および金東成、韓国ナイロン

徐丙秀およびアメリカ BlawKnox、亜細亜自

動車およびアメリカのアイゼンバーク社、綜

合製鉄アメリカ BK 共同体、綜合製鉄欧州 

45 上の欄外 2 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 会社名と社長名が墨塗り 三井物産株式会社 代表取締役社長  

水上達(三)      注(三)は今も墨塗り 

〃 5 行目、5 文字墨塗り 韓国電力(株) 

〃 8 行目、5 文字墨塗り 韓国電力(株) 

〃 6 ヵ所墨塗り 東京芝浦電気(株)、石川島播磨重工業(株)-

於、韓国電力(株)、韓国電力(株)、李戴仁、

金善集両常務、仝社々長朴英俊 

〃 下の欄外の 8 文字墨塗り 三井物産株式会社  

46 上の欄外 1 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 3 行目、5 文字墨塗り 韓国電力(株) 

〃 下 5 行目、英文墨塗り Kitami Co.ld 

〃 下の欄外の 8 文字墨塗り 三井物産株式会社  

47 宛先の会社名と社長名が墨塗り 新日本窒素肥料株式会社 

取締役社長 吉井喜一 

〃 買手の会社名が墨塗り 大韓プラスチック工業株式会社 

48 5 ヵ所墨塗り 大韓プラスチック工業(株)、日綿実業(株)、

大韓プラスチック工業(株)、BlawKnox 社、

大韓プラスチック工業(株) 
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文書1914(134)「日韓会談における韓国の対日請求8項目に関する討議記録」1964.10 

 

25頁「朝鮮における道別、人種別人口調書」の数字が開示されたので、下に複写する。 

開示前の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

3 目次が 2 行墨塗り (6)日本側として容認し得る範囲 

(6)日本側として容認し得る範囲 

4 目次が 11 ヵ所墨塗り 11 ヵ所全て日本側として容認し得る範囲 

5 韓国側請求額と●●●●●一覧表 韓国側請求額と日本側容認額一覧表 

7 個人の請求権については●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●● 

個人の請求権については日本人並みに取り扱

うという原則をもつて支払う用意があると 

13 2 行墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

15 金額が 15 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

16 金額等 5 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

18 金額等 12 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

〃 右側下 3～2 行が墨塗り 韓国側請求の趣旨は一応理解できるので、好

意的に考慮する用意はある。 

19 7 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

〃 金額等 22 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

20 金額等 30 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

21 金額等 21 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

〃 右側下 2～1 行が墨塗り その絶対値において両者間に大きな距離があ

るが、 

22 左側上 4～5 行が墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

23 1 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

24 3 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 
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開示後 

 

38頁朝鮮に本店や事務所を所有していた法人の残余財産が開示されたので、下に複写す

る。 

 

頁        開示前       開示後 

26 右側、2 行墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

27 左側、金額が 3 行墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

28 7 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

29 11 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

31 簡易生命保険の表、全て墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

32 郵便年金の表、全て墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

33 2 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

34 5 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 

35 左、6 行目が 1 行墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

〃 1 ヵ所墨塗り 依然、同じように墨塗りのまま 
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39頁朝鮮に本店のあつた閉鎖機関の新会社名が開示されたので、下に複写する。 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

38 金額が 3 行墨塗り 10 億円、額面 500 円、200 万株 

39 左側、2 行目金額が 1 ヵ所墨塗り 10 億円 
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39～42頁整理完結した在外会社の一覧表が開示されたので、下に複写する。 
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65 

 

 

 

 

42～43頁現在整理中の在外会社一覧表が開示されたので、下に複写する。 
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頁        開示前       開示後 

43 朝鮮金融組合連合会の財産目録が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

44 右側、1 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

〃 右側、4～5 行目が墨塗り これら閉鎖機関ないし在外会社の本来の

朝鮮人株主に対する残余財産分配金及び

新会社株主については当然引渡しが考慮

されて差し支えないものと考える。 

〃 分配留保の現金、株式、合計が墨塗り 7,805,771 円、72,987 株、39,770,871 円 

〃 人口比で推定した南鮮分金額 39,771 千円×0.7=27,840 千円 

〃 6 年間の年利が墨塗り 年利 5% 

〃 6 年間の利息金額 8,352 千円 

〃 供託したもので朝鮮人と思われる分 15 社計 234,461 円 

54 日本側主張が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

56 左側、3 行墨塗り その他の法人、個人の所有するものにつ

いては、所有者名等事実をよく究明し、

軍令に関係なく本来韓国人の所有するも

のであれば返還の要求に応ずることを考

慮する考えであるが、所有者名、金額等

についての事実関係の究明は非常に困難

な仕事になるであろう。 

〃 左側、下から 2 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

〃 左側、下から 1 行目が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 右側、14 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

57 左側、7 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

58 国債の登録件数、元金高の金額全て墨塗り 依然、墨塗りのまま 

60 右側、下 11～10 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

日本側としては日銀職員立合いの焼却分

及び現物が残存するものについては韓国

側請求に応ずることを考慮している。た

だし、 

〃 焼却日銀券の金額が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

61 朝鮮銀行保管の焼却分金額が墨塗り 日本政府紙幣  4,000,000 円 

日本軍票      192,958〃36 

中央儲備銀行券 1,374,550〃11 
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1946.12.21に大蔵省がSCAPに報告した未払金額237百万円の内訳が開示されたので、下に

複写する。これは国立公文書館つくば別館史料 [経済協力/韓国105]という名称で既に開示

済みで、広く知られている。何を今さら外務省が墨塗りしているのか、余ほど暇なようだ。 

 

 

 

 

〃 左側、10～12 行目が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

62 左側、3 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 左側、16～17 行目が墨塗り 

 

が、双方の納得する金額を基礎として、

検討を重ねたい。 

頁        開示前       開示後 

62 右側、7 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

63 10 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 
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64～65頁、前出の大蔵省報告、英語版が開示されたので、下に複写する。 
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67頁、朝鮮人労務者数の日本側提出資料が開示されたので、下に複写する。 

 

 

68頁朝鮮関係軍人軍属の数が開示されたので、下に複写する。 

 

頁        開示前       開示後 

68 復帰者の数が墨塗り 12,626 名 

〃 職場離脱者の数が墨塗り 226,497 名 

〃 その他の数が墨塗り 46,306 名 

頁        開示前       開示後 

68 復員数を昭和 25、6 年頃集計したもの 約 14 万 

〃 陸軍省が断片的な資料を合わせたもの 約 11 万人 

〃 上のふたつの数字と合わせたもの 14 万、11 万、約 25 万 
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70～71頁、朝鮮人外地引揚の数が開示されたので、下に複写する。 

 

 

〃 照合作業の結果 143,373 人 

〃 上のふたつの数字 11 万と 14 万 

〃 日本側提出の数字 143,373 名 

〃 韓国側の数字はふたつを加えたもの 11 万と 14 万 

〃 海軍関係の台帳を整理綜合した数字 98,968 人 

69 21 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

70 特別志願兵、13 年には 400 人 

〃 14 年に 600 人 

〃 15 年に 3,000 人 

〃 16 年に 3,000 人 

〃 17 年に 4,400 人 

〃 18 年に 4,400 人 

〃 徴兵令が実施され毎年 5 万人 

〃 全部の合計 約 12 万 

〃 右側 4 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

頁        開示前       開示後 

71 下 9 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

〃 左下 2 行～右 5 行が墨塗り 依然、墨塗りのまま 
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72頁、朝鮮人労務者対日本動員数調が開示されたので、下に複写する。 

 

72頁昭和20年9月議会配布の厚生省資料が開示されたので、下に複写する。 

 

72頁「朝鮮人の内地移入計画」が開示されたので、下に複写する。 

 

 

72 労働省が集めた名簿の数 137,406 名 

頁        開示前       開示後 

72 昭和 19 年計画数が中途で変更した数 326,000 

頁        開示前       開示後 

72 終戦期、勤労動員に従事していた数 322,890 

頁        開示前       開示後 

72～73 昭和 19 年朝鮮人労務者移入状況調 依然、墨塗りのまま 

73 左側、3 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 
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73頁内務省警保局統計、在日朝鮮人移入労務者数が開示されたので、下に複写する。 

 

 

 

76頁「国民動員計画により導入された朝鮮人労務者」の表が開示されたので、下に複写

する。 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

73 死亡者数 14 年、15 年、計 76、42、118 

73 左側、3 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 
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77頁「移入後の経過」が開示されたので、下に複写する。 

 

 

 

 

 

頁        開示前       開示後 

76 20 年対内地国民徴用数 9,786 

〃 内務省警保局統計による 20 年 3 月末までの計 604,429 

77 総督府資料による渡航者数 724,787 

〃 内務省資料による受入実数 635,771 

〃 昭和 20 年 88 臨時国会で厚生省配布の数 322,890 人 

〃 移入総数 667,684 人 

頁        開示前       開示後 

77 警保局統計による 20 年 3 月の所在不明者 209,750 

〃 警保局統計による 20 年 3 月のその他 46,306 

78 20 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

79 6 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りのまま 

82 朝鮮関係恩給計数が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 本邦在住で既に支払った金額 294 万 5,298 円 

83 日本側見解要旨が墨塗り 恩給支給の範囲について、日本側として

は、必ずしも既裁定者に限るとの狭い態

度ではないが、 

〃 右側下 11～10 行が墨塗り 軍属は、いわゆる未復員者給与表による

支給以外には考慮できない。 

〃 右側下 3 行が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

84 中段、約 10 行が墨塗り 依然、墨塗りのまま 



75 

 

84頁右側、「朝鮮人恩給受給権者人員数」が開示されたので、下に複写する。 

 

95頁、総督府統計年報による昭和17年末「在職朝鮮人恩給関係人員」表が開示されたの

で、下に複写する。 

 

 

頁        開示前       開示後 

84 右側、9 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

85 2 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

86 恩給受給権者調表が全て墨塗り 依然、墨塗りのまま 

88 2 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

89 昭和 27 年 4 月分迄の朝鮮関係恩給

計数表が全て墨塗り 

依然、墨塗りのまま 

90 3 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

91 昭和 20 年 8 月以降全員失権までの

朝鮮関係恩給計数表が全て墨塗り 

依然、墨塗りのまま 

94 未裁定文官恩給受給者人員数 依然、墨塗りのまま 

頁        開示前       開示後 

97 引揚朝鮮人から保管した紙幣

と軍票の金額が全て墨塗り 

依然、墨塗りのまま 

98 税関に寄託された通価額 金額について調整を得た上で考慮したい。 

〃 鮮銀券と交換した日銀券 上記同様、金額について調整を得た上で考慮したい。 
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98頁、「在日朝鮮人の生活保護費支出状況」が開示されたので、下に複写する。 

 

 

 

 

〃 左側下 3 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

〃 税関に寄託した通価と GHQ

から寄託された朝鮮銀行券 

依然、墨塗りのまま 

〃 GHQ から寄託の鮮銀券 324,999,820 円…A 

〃 未使用分で返却または焼却分 276,285,130 円…B 

〃 上の A－B 48,714,690 円 

〃 上記(イ)(ロ)の合計 依然、墨塗りのまま 

〃 南鮮に帰還した比率 依然、墨塗りのまま 

〃 右側、14 行目が墨塗り 支払を考慮する。 

〃 右側、15 行目が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 韓国側返還主張の朝連寄託分 54,550 千円 

〃 帰国した韓国人が寄託した額 54,550 千円 

〃 旧朝連所属財産預貯金現金 3,178,796 円 22 銭 

〃 旧在日本民主青年同盟所属財

産預貯金、現金の合計 

16,434 円 71 銭 

頁        開示前       開示後 

99 10 ヵ所が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

100 左 12 行目が墨塗り 日本側として容認し得る範囲 

101 右 5 行目が墨塗り 日本側として容認し得る金額の総計 

〃 右 9～10 行目が墨塗り 依然、墨塗りのまま 

〃 右下 2 行目が墨塗り 韓国側請求額と日本側容認額 

102 左 1 行目「題目」が墨塗り 韓国側請求額と日本側容認額 

〃 左 2 行目 2 ヵ所墨塗り 依然、墨塗りだが、既に文書 376 で開示され

ているので、「項目」と「外務省」が該当 

〃 右 6 行目「ドル換算」が墨塗り 依然墨塗りだが、他の文書から 15 円=1(ドル) 

〃 右側の日本側 AB 案が全て墨塗り 依然、墨塗りのまま 



77 

 

文書1916(136)「日韓国交正常化交渉の記録 総説四」 44 、45頁 

 

頁  開示前       開示後 

42 6～8 行が墨塗り ただし恩給、未払給与等特別のものについては右にかかわ

らず支払う。 

44 6～8 行が墨塗り へリントン国務省漁業問題特別補佐官(かつて連合国総司

令部の水産部長であり、日米加漁業会談の米国側代表) 

45 4 行目に墨塗り へリントン補佐官 

49 6～7 行が墨塗り その際、あわせて日本側が韓国に未払給与、恩給等特殊な

ものを支払い、 

70 下 2～1 行が墨塗り 多額でなければある種のものは返還する用意がある」 


